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草加市開発事業等の手続及び基準に関する条例の構成 

 

草加市開発事業等の
手続及び基準に関す

る条例 

第１章  総則 
 
・目的 
・用語の定義 
・市、事業者、市民の責務 
・総合的な計画への適合 
・草加市開発事業等審査会                                                   

第２章 
 
開発事業 

第３章 
 
小規模開発事業 

第４章 
 
特定開発事業 

第５章  技術基準 
 
・道路・都市照明・交通安全・下水道 
・雨水流出抑制・盛土・河川及び水路 
・公園緑地・清掃施設・消防水利 
・消防活動用施設・駐車場・駐輪場 
・一戸建住宅の最低敷地面積 など 

第６章 
 
あっせん及び調整 

第７章  雑則 
 
・適用除外 
・手続変更 
・事業者承継 
・勧告・命令・公表
・関係文書の公開等
・委任 

第８章  罰則 
 
・罰則 
・両罰規定 
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草加市開発事業等の手続及び基準等に関する条例について 

第２条 （ 用語の定義 ） 
 ⑹ 特定開発事業  別表第１左欄に定める建築物等の建築等を目的とする土地の区画形質の変更

又は当該建築物等の建築等をいう。 
 ⑺ 開発事業    次に掲げる開発行為又は建築行為をいう。 
            ア 開発区域の面積が５００平方メートル以上の開発行為又は建築行為 
            イ 市街化調整区域における開発行為 
 ⑻ 小規模開発事業 開発事業以外の開発行為、建築行為又は土地利用の変更をいう。 
 
別表第１左欄（特定開発事業に該当する建築物等） 
 １ 中高層建築物 
 ２ 開発区域の面積が１０，０００平方メートル以上の土地分譲 
 ３ 開発区域の面積が３ ，０００平方メートル以上の建築物 
 ４ 草加市公害を防止し市民の環境を確保する条例（平成１６年条例第３１号）の規定による特定

工場又は特定作業場で開発区域の面積が５００平方メートル以上かつ周囲の環境に影響を及ぼす
もの（同条例第１４条第１項の許可を受けた開発区域内において建築等を行う場合（用途が著し
く異なる場合を除く。）は、この限りでない。） 

 ５ 墓地、埋葬等に関する法律（昭和２３年法律第４８号）第１０条の規定による墓地、納骨堂又
は火葬場 

 ６ 専ら葬儀の用に供する建築物 
 ７ 草加市ペット霊園等の設置及び管理に関する条例（平成２３年条例第１１号）の規定による

ペット霊園（同条例第１０条第１項ただし書に該当するものを除く。） 
 ８ １から７までに該当しない草加市旅館業の規制に関する条例（昭和４６年条例第５９号）第２

条の規定により市⾧の同意が必要な旅館業を営む建築物 
 
別表第２（抜粋[備考省略]・「中高層建築物」の定義） 
区分 地域又は区域 中高層建築物 
ア 第１種低層住居専用地域、第２種低層住

居専用 地域 、第 １種中高層住 居専 用地
域、第２種中高層住居専用地域、第１種
住居地 域、 第２ 種住居地域、 準住 居地
域、近隣商業地域、準工業地域又は用途
地域の指定のない区域 

高さが１０メートルを超える建築物 

イ 商業地域又は工業地域 ⑴ 高さが１５メートルを超える建築物又は地階を除
く階数が６以上の建築物 

⑵ 高さが１０メートルを超える建築物でアの項の地
域又は区域に冬至日の真太陽時による午前８時から
午後４時までの間に建基法第５６条の２第１項の水
平面上に日影を生じさせるもの。ただし、日影が生
じる部分が道路、水路又は河川のみの場合は、この
限りでない。 

ウ 工業専用地域 ⑴ 高さが１０メートルを超える建築物でアの項の地
域又は区域に冬至日の真太陽時による午前８時から
午後４時までの間に建基法第５６条の２第１項の水
平面上に日影を生じさせるもの。ただし、日影が生
じる部分が道路、水路又は河川のみの場合は、この
限りでない。 

⑵ 高さが１５メートルを超える建築物又は地階を除
く階数が６以上の建築物でイの項の地域に冬至日の
真太陽時による午前８時から午後４時までの間に規
則で定める水平面上に日影を生じさせるもの。ただ
し、日影が生じる部分が道路、水路又は河川のみの
場合は、この限りでない。 
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特定開発事業の手続フローチャート 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

特定開発事業に該当する建築物等 
・マンションなどの中高層建築物 
・開発区域の面積が 1 ヘクタール以上の土地分譲 
・開発区域の面積が 3,000 平方メートル以上の建築物の建築 
・草加市公害を防止し市民の環境を確保する条例の規定による特定工場又は特定作業場で開発区域

の面積が 500 平方メートル以上かつ周囲の環境に影響を及ぼすもの（同条例第１４条第１項の許
可を受けた開発区域内において建築等を行う場合（用途が著しく異なる場合を除く。）は、この
限りでない。） 

・墓地、埋葬等に関する法律の規定による墓地、納骨堂又は火葬場 
・葬祭場 
・草加市ペット霊園等の設置及び管理に関する条例の規定によるペット霊園 
・上記に該当しない草加市旅館業の規制に関する条例の規定により市⾧の同意が必要な旅館業を営

む建築物 

 

・構想の届出書及び規則別
表第４の添付図書の提出 

・構想表示板の設置と届出 

事業者 市 市民 

公開 閲覧 

事業者による近隣住民・周辺住民への説明会 
（土日等、近隣住民が参加しやすい日時と場所で開催） 

10 日経過後 

説明報告書提出 
注) 次ページ「※４」参照 

 

公開 閲覧 
 

送付 
 

意見書の計画反映検討 
 

住 民 意 見 書 提 出  
 

14 日を経過する日まで 

紛
争
（
あ
っ
せ
ん
・
調
整
） 

開発事業事前協議申請 
小規模開発事業申請 

市と協議 
 

開発事業:市と事前協議書の締結 
小規模開発事業:確認書の交付 

工事着手 
 

工事完了 
 

文書により配慮の結果を意見書 
提出者に説明及び市に提出 

(配慮結果報告書） 

締
結
等
決
裁
の
事
務
手
続
開
始 

説明状況報告書提出 
 

審査終了通知 

特定開発事業計画書届出及
び規則別表第５の添付図書

の提出 
 

近隣住民・周辺住民説明 
 

事業計画の標識の設置 
 
計画標識設置届出提出 
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特定開発事業の手続（ 住民説明 ）フローチャート 
 

    

構

想

の

手

続

き

 

   

   

計

画

の

手

続

き

 
   

※1 説明会前日を 1 日前とし、日時及び場所を 7 日前までに文書で周知してください。（対象者は近隣住民） 
※2 構想表示板設置届出書の提出日を 1 日目とし、11 日目以降に説明会を開催してください。また、説明会

終了後、説明会を欠席した近隣住民の方々に説明会資料を配布して下さい。 
※3 住民への説明会については、土日等、住民の皆様が参加しやすい日時と場所で開催して下さい。また、

説明会終了後、説明会を欠席した近隣住民の方々に説明会資料を配布して下さい。 
※4 構想説明報告書を提出後、構想表示板に意見書提出期間を追記して下さい(写真提出）。また、近隣住民

に対し、意見書提出期間を確認できる文書を配布して下さい。 
※5 意見書提出期間は構想説明報告書の提出日を 1 日目とし、14 日間となります。15 日目以降に意見書の

送付を行います。 
※6 審査期間は計画説明報告書の提出日を 1 日目とし、30 日以内に終了するものとします。ただし、期間及

び理由を通知し審査期間を延⾧することがあります。

事業者 市 市民 

※３  住民への説明会  

※４ 【 第２３号様式 】 
③ 構想説明報告書の提出 

意見の反映 
（ 事前協議の申請が可能 ） 

【 様式は自由 】 
意見配慮結果を意見提出者に説明 

【 第２５号様式の２ 】 
④ 意見の配慮結果報告書の提出 

【 第１９号様式 】 
① 構想届出書の提出 

 

※５   公 開     
(意見書提出期間:提出日から 14 日間) 

【 第２５号様式 】 
構想意見写しの送付 

【 第２４号様式 】 
構想意見書の提出 

公 開 

公 開 

公 開 

【 第２２号様式 】 
② 構想表示板設置届出書の提出 

 

閲 覧 

閲 覧 

閲 覧 

出 席 

閲 覧 

確 認 

表示板の設置 

※1 7 日前までに通知 ※2 届出から 11 日以後

意見書提出者に説明後 

（意見の有無の通知） 

14 日経過後 

【 第２６号様式 】 
⑤ 計画届出書の提出 

【 第３０号様式 】 
⑥ 計画標識設置届出書の提出 

住民への説明 

【 第３１号様式 】 
⑦ 計画説明報告書の提出 

市との事前協議の締結決裁へ 

公 開 

公 開 

閲 覧 

閲 覧 

閲 覧 ※６  審  査 ・ 公  開  
(審査期間:中高層は 30 日以内) 

【 第３２号様式 】 
計画審査終了通知の送付 
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特定開発事業添付図書一覧 
 

①構想届出書（第１９号様式）  ⑤計画届出書（第２６号様式） 
提出部数 ２部  提出部数 ２部 

 
添付図書 

・委任状 
・案内図 
・配置図 
・立面図 
・平面図 
・説明対象範囲を 

示した付近図 
・規則別表第４に掲げる図書 
・工場調書 
（特定工場に該当する場合） 

  
添付図書 

・委任状 
・案内図 
・配置図 
・立面図 
・平面図 
・日影図（平均地盤面） 
・規則別表第５に掲げる図書 

 
 
 
 
 
 
   
 ⑥計画標識設置届出書（第３０号様式） 
 提出部数 ２部 

   添付書類 ・案内図 
・写真 ②構想表示板設置届出書（第２２号様式）  

提出部数 ２部    

添付書類 ・案内図 
・写真 

 ⑦計画近隣（周辺）住民説明報告書 
 （第３１号様式その１、その２、その３） 

   提出部数 ３部 
③構想説明報告書   

添付図書 
・第３１号様式 

（その 1～その 3） 
・委任状 
・説明対象範囲を示した 

付近図 及び日影図 
（冬至の 8:00～16:00、 
 平均地盤面に生じる日影） 

※ 説明対象範囲を示した付
近図と日影図は、重ねて
表示してください。 

※ 条例別表第１における近
隣住民、周辺住民を明記
してください。 

・案内図 
・配置図 
・敷地求積表、床面積表 
（建築面積、延べ床面積、 

容積対象面積） 
・各階平面図 
・立面図 
・断面図 
・真北測定結果資料 

※ 中高層建築物の場合 
・電波障害予測図 

※ 中高層建築物の場合 
・施行規則別表第５による 

説明に際し使用した資料 
・不在であった場合に 

投函した資料 
・その他必要と 

認める書類(経過書等) 

（第２３号様式その１、その２、第２４号様式）  
提出部数 ２部  

 
添付図書 

・案内図 
・委任状 
・説明対象範囲を 

示した付近図 
・議事録 
・説明出席者名簿 
・説明会に使用した書類 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
④構想意見書配慮結果報告書  
（第２５号様式の２）  

提出部数 ２部  

添付図書 
・委任状 
・意見提出者への 

回答書の写し 
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開発事業の手続フローチャート（土地分譲の場合） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 上記フローは、開発区域の面積が 1 ヘクタール未満の土地分譲の手続フローですのでご注意ください。 
※ (   )部の説明は、特定開発事業の場合は除きます。詳細は、特定開発事業の手続フローを参照ください。 

完了届の提出 

着手届の提出 
中間検査依頼書の堤出 

【 第１号様式 】 
事前協議申請書の提出 

※ 特定開発の場合、意見書写しの受理後 

協議内容の提示 

【 第３号様式 】 
標識設置届出書の提出 

住民への説明 

【 第４号様式その１、その２ 】 
説明報告書の提出 

市と事前協議の締結 

開 発 許 可 

開 発 工 事 の 着 手 

開発中間検査（必要に応じて） 

開 発 工 事 の 完 了 

開発検査済証の発行 

開 発 完 了 検 査 

市（関係各課）と協議 

【 第１３号様式 】 
小規模開発事業申請書提出 

確認書の交付 

（ 建築確認申請 ） 

（ 建築工事着手 ） 

（ 建築工事完了 ） 

※ 地区計画区域に該当する場合は地区計画
の届出、都市計画施設等に該当する場合は
都計法第５３条の申請が必要になります。 

提出の日から 10 日以内(建築行為) 

※ 特定開発の場合、計画審査終了通知の受理後 

申請の日から 45 日以内 
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開発事業の手続フローチャート（共同住宅等の場合） 

協議内容の提示 

【 第３号様式 】 
標識設置届出書の提出 

住民への説明 

【 第４号様式その１、その２ 】 
説明報告書の提出 

市（関係各課）と協議 

※ 特定開発の場合、計画審査終了通知の受理後 

【 第１号様式 】 
事前協議申請書の提出 

申請の日から 45 日以内 

※ 特定開発の場合、意見書写しの受理後 

市と事前協議の締結 

開 発 許 可 
※ 地区計画区域の場合は地区計画の手続（適合通知） 

開 発 工 事 の 着 手 

開発中間検査（必要に応じて） 

開 発 完 了 検 査 

開 発 工 事 の 完 了 

（ 建築確認申請 ） 

（ 建築工事着手 ） 

（ 建築工事の完了 ） 

開発検査済証の発行 

（  建築完了検査  ） 

（  建築検査済証の発行  ） 

着手届の提出 

中間検査依頼書の堤出 

※ 建築基準法に基づく仮使用認
定 を 受 け た 場 合 、 認 定 の 届 出 

工事の完了 

※ 上記フローは、開発許可が必要な共同住宅等の手続フローですのでご注意ください。 
※ (   )部の説明は、特定開発事業の場合は除きます。詳細は、特定開発事業の手続フローを参照ください。 
※ 事前協議締結までに必要な諸手続 
  ①特定開発事業の場合:事業計画の手続(計画審査終了通知） 
  ②そ の 他 の 手 続 等:草加市以外の公共施設管理者との協議→同意(都計法第 32 条関係) 

公 告 前 建 築 承 認 

※ 適合証明の同時申請が可能 
※ 都計法第 53 条に基づく許可（開発許可不要の場合は、協議締結まで） 
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小規模開発事業の手続フローチャート 

 
（ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

中高層建築物以外の建築行為  道路の築造・土地区画分譲・ 
 その他の土地利用 
（特定開発事業に該当しないもの） 

 中高層建築物の建築行為・ 
 その他の土地利用 
（特定開発事業に該当するもの） 

 

小規模開発事業標識を設置し 
小規模開発事業標識設置届を提出 

※標識を設置した日から
１４日を経過した以後 

小規模開発事業周知報告書の提出 

小規模開発事業申請書の提出 

地階を除く階数が４以上の建築物 
軒の高さが１０ｍを超える建築物 

周知報告書の受理後 

申請の日から１０日以内 

確認書の交付 

小規模開発事業申請書の提出 

特定開発事業構想手続 

※特定開発事業者は、市から
住民意見書の送付を受ける
までは、小規模開発事業の
申請はできません。 

（市（関係各課）と協議） 

特定開発事業計画手続 

確認書の交付 

工事の着手 

（中高層建築物の建築確認） 

申請の日から３０日以内 

小規模開発事業工事着手届出書の提出 
（工事着手後５日以内） 
中間検査依頼書の提出 

工事中間検査 
（道路の築造など必要に応じて） 

工事の完了 

工事完了検査 

工事検査済証の発行 

※１ 周知対象事業 
（草加市開発事業等の手続及び基準等に関する条例 
  第１８条第１項 ・ 同条例施行規則第８条第１項） 
①小規模住戸（床面積（ベランダ、バルコニー、パイプシャフ

ト等を除く。）が２５㎡未満の住戸をいう。）で構成される
建築物（他の用途との併用も含む。）で、当該小規模住戸の
数が５以上のもの。 

②貯蔵施設等を設けてガスの供給を行う施設。 
③その他周辺の居住環境に影響を与えると市⾧が認めるもの。 

（ 建築確認 ） 

（ 工事着手 ） 

（ 工事完了 ） 

小規模開発事業工事完了届出書の提出 
（工事完了後１０日以内） 

審査終了通知 

周知対象事業(※１) 周知対象事業(※１)以外 
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開発事業等の紛争手続フローチャート 

 

特定開発事業計画書届出 

あっせん（市⾧が行う） 
・当事者（事業者及び近隣住民）双方又は一方から申出があった場合行う。 
・申出は紛争に係る工事の着工前に行わなければならない。ただし当該工事の施工

に伴う騒音、振動等の紛争については、工事完了の日までに行える。 
・市⾧は、当事者又は関係者に出席を求め、説明又は意見を求めることができる。 

小規模開発事業申請  

事
業
着
手
等
の
制
限 

あっせんの打切り 解  決 

調整の打切り 解  決 

事業着手等制限解除 

開発事業事前協議申請  

紛争の発生 

調整（草加市開発事業等審査会が行う） 
・市⾧は、あっせんを打ち切った場合、必要があると認めるときは、当事者に対し調整に

移行するよう勧告ができる。 
・市⾧は、当事者双方又は一方が勧告を受諾した場合、必要があると認めるときは、審査

会の調整に付さなければならない。 
・審査会は、必要があると認めるときは、当事者又は関係者に出席を求め、説明又は意見

を求めることができる。 
・審査会は、当事者に対し、調整案の受諾を勧告することができる。 
・審査会は、勧告の前に、当事者に対し、意見陳述の機会を与えなければならない。 
・審査会は、必要があると認めるときは、市⾧に対し必要な措置を講じることを要請できる。 

事
業
着
手
等
の
制
限 

特定開発事業 
・マンションなどの中高層建築物 
・開発区域の面積が 1ha 以上の土地分譲 
・開発区域の面積が 3,000 ㎡以上の建築物の建築 
・草加市公害を防止し市民の環境を確保する条例

（平成１６年条例第３１号）の規定による特定
工場又は特定作業場で開発区域の面積が５００
平方メートル以上かつ周囲の環境に影響を及ぼ
すもの（同条例第１４条第１項の許可を受けた
開発区域内において建築等を行う場合（用途が
著しく異なる場合を除く。）は、この限りでな
い。） 

・墓地、埋葬等に関する法律の規定による墓地、
納骨堂又は火葬場 

・葬祭場 
・草加市ペット霊園等の設置及び管理に関する条

例（平成２３年条例第１１号）の規定による
ペット霊園（同条例第１０条第１項ただし書に
該当するものを除く。） 

・上記に該当しない草加市旅館業の規制に関する
 条例の規定により市⾧の同意が必要な旅館業
を営む建築物 

開発事業 
・開発区域の面積が

500 ㎡以上の開発
行為又は建築行為 

・市街化調整区域に
おける開発行為 

小規模開発事業 
・開発事業以外の開

発行為、建築行為
又は土地利用の変
更 

工  事  着  手 
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勧告・命令・公表・罰則の手続フローチャート 

  勧告する事項(次の項目について従わない場合） 
 1)事前協議申請書を提出しないで開発事業を行ったとき 
 2)開発事業の標識を設置しないとき 
 3)開発事業の説明をしないとき 
 4)開発事業の説明報告をしないとき 
 5)開発事業の協議書及び変更協議書を締結しないとき 
 6)事前協議書又は変更事前協議書の締結前に開発事業に関する工事を行ったとき 
 7)開発事業に関する工事の着手又は完了の届出をしないとき 
 8)開発事業に関する工事の検査済証の交付の前に建築物等若しくは施設又は土地

の使用を開始したとき 
 9)開発事業に関する工事の廃止届をしないとき 
10)小規模開発事業申請書を提出しないとき 
11)小規模開発事業確認書の交付の前に工事を行ったとき 
12)小規模開発事業に関する工事の着手又は完了の届出をしないとき 
13)小規模開発事業に関する工事の検査済証の交付の前に建築物等若しくは施設又

は土地の使用を開始したとき 
14)特定開発事業構想又は特定開発事業構想に係る変更を届出ないとき 
15)特定開発事業構想の表示板を設置しないとき又はその届出をしないとき 
16)特定開発事業構想の説明をしないとき 
17)特定開発事業構想の説明報告書を提出しないとき 
18)建物用途の変更に伴う特定開発事業構想の手続をしないとき 
19)特定開発事業計画書、変更又は廃止届出をしないとき 
20)特定開発事業計画の標識を設置しないとき又はその届出をしないとき 
21)特定開発事業計画の説明をしないとき 
22)特定開発事業計画の説明報告書を提出しないとき 
23)紛争のあっせん又は調整に必要な説明若しくは出席の求めに応じないとき 
24)工事着手の延期等の要請に正当な理由なく応じないとき 
25)条例の規定に違反しているものに対し、条例遵守に必要な事項 

  命令の内容 
1)勧告の内容 1) から 24) に従わない場合は、事業その他の行為を停止し、相当な期限
を定めて違反を是正するための措置をとることを命ずることができる。 
2)事業者等が偽りその他の不正な手段により、事前協議書等を締結し又は小規模開発事業

確認書を受けた場合若しくは検査済証の交付を受けた場合は、事業その他の行為を停止
し、相当な期限を定めて違反を是正するための措置をとることを命ずることができる。 

  公表の内容 
1)命令の内容に従わない事業者等 
2)この条例の施行に必要な限度において行う立入調査を拒み、妨げ、又は、忌避した事業者等 

  罰則の内容 
1)勧告事項の 1) 、6) 若しくは 11)の規定に基づく命令の内容 1) に従わない者 
2)偽りその他の不正な手段により、事前協議書を締結し若しくは小規模開発事業確認書若

しくは検査 済証の交付を受けた者 
 
上記の者、６月以下の懲役又は５０万円以下の罰金 

  両罰規定の内容 
  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人
の業務に関し罰則の内容に該当した場合は、以下の違反行為をしたときは、行為者を罰す
るほか、その法人又は人に対しても罰金刑を科す 
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草加市開発事業等の手続及び基準等に関する条例の技術基準の構成 

 

道路の整備 
都市計画法 
の基準適用 

都市照明施設 
及び交通安全 
施設の整備 

埋立て・盛土等 
に関する整備 

公共下水道 
の整備 

消防水利施設の
整備 

清掃施設の整備 
草加市開発事業等の手続及び基準
等に関する条例 
都市計画法の開発許可基準に基づく委任条例と地方自
治法に基づく自主条例を合わせた複合条例とする。
（委任条例と自主条例を一体的に機能させ、相互に補
完しあうことで、地域の実情に対応するための独自性
と実効性を持った仕組みとする。） 

公園等の整備 

戸建分譲住宅等 
の最低敷地面積 

都市計画法 
の基準適用 

自動車駐車場 
及び自転車 

駐輪場の整備 
地域コミュニ

ティーへの配慮 
都市景観創出 

への配慮 
安全安心なまち 
づくりへの配慮 

公害防止及び 
環境への配慮 

循環型まちづ
くりへの配慮 

福祉のまちづ
くりへの配慮 

消防活動用施設
の整備 

雨水流出抑制 
施設の整備 

河川及び水路 
の整備 


